
独立行政法人港湾空港技術研究所 中期計画 

 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３０条の規定に基づき、国土

交通大臣から指示を受けた平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日までの５

年間における独立行政法人港湾空港技術研究所（以下「研究所」という。）の中期目

標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を以下の通り定める。 

 

 

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

（１）戦略的な研究所運営のためとるべき措置 

① 研究所の戦略的な業務運営を推進するため、研究所幹部による経営戦略会議、外

部有識者からなる評議員会等での議論も踏まえて、研究所運営の基本方針を明確

にする。 

② 社会・行政ニーズを速やかかつ適切に把握するため、関係行政機関・外部有識者

との情報交換、関係行政機関との人事交流等、緊密な連携を推進する。また、研

究所の研究企画能力の向上を図るため、研究関連情報の収集・分析等を行う。 

③ 研究所の役員と研究職員の間で十分な意見交換を行い、創造的な研究実施に有用

な研究環境の整備に努める。 

 

（２）効率的な研究体制の整備のためとるべき措置 

研究所における研究体制は部・室体制を基本としつつ、高度化・多様化する研究ニ

ーズに迅速かつ効果的に対応できるよう不断に検討・点検を行う。その結果、緊急な

研究課題への対応や円滑な研究実施の観点から必要と判断された場合には、研究セン

ターの設立や領域制の導入等、部・室にとらわれない横断的な研究体制を整備する。 

 

（３）管理業務の効率化のためとるべき措置 

① 管理業務の効率化の状況について定期的な見直しを行い、業務の簡素化・電子化、

定型的業務の外部委託等を図ることにより管理業務の一層の効率化を推進する。 

② 一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因に

より増減する経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれる総額を初年度

の当該経費相当分に５を乗じた額に対し、６％程度抑制する。 

③ 業務経費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれる総額を初年度の

当該経費相当分に５を乗じた額に対し、２％程度抑制する。 

 

（４）非公務員化への適切な対応のためとるべき措置 

① 非公務員化後も社会・行政ニーズに適切に対応した業務運営が可能となるよう、

関係行政機関との人事交流や情報交換を従前のとおり円滑に実施する。 

② 非公務員型独立行政法人の利点を生かした大学教員等の非公務員との人事交流、

研究所の人事制度・勤務体制の見直しを必要に応じて行う。 



２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

（１）質の高い研究成果の創出のためとるべき措置 

１）研究の重点的実施 

中期目標に示された研究分野のそれぞれについて、社会・行政ニーズ及び重要

性・緊急性を踏まえ下記の通り研究テーマを設定する。 

研究分野１：安心して暮らせる国土の形成に資する研究分野 

ア）大規模地震防災に関する研究テーマ 

イ）津波防災に関する研究テーマ 

ウ）高潮・高波防災に関する研究テーマ 

エ）海上流出油対策等、沿岸域の人為的災害への対応に関する研究テーマ 

研究分野２：快適な国土の形成に資する研究分野 

ア）閉鎖性海域の水質・底質の改善に関する研究テーマ 

イ）沿岸生態系の保全・回復に関する研究テーマ 

ウ）広域的・長期的な海浜変形に関する研究テーマ 

研究分野３：活力ある社会・経済の実現に資する研究分野 

ア）港湾･空港施設の高度化に関する研究テーマ 

イ）ライフサイクルマネジメントに関する研究テーマ 

ウ）水中工事等の無人化に関する研究テーマ 

エ）海洋空間高度利用技術、環境対応型技術等に関する研究テーマ 

中期目標期間中を通じて、上記の研究テーマの中で特に重要性・緊急性の高い研

究を重点研究課題として毎年度設定し、重点研究課題の研究費の各年度の全研究費

に対する配分比率を 60%程度以上とする。また、重点研究課題の中でも特に緊急

に実施すべき研究を特別研究と位置づけ、人員及び資金を重点的に投入して迅速な

研究の推進を図る。 

なお、民間では実施されていない研究、及び共同研究や大規模実験施設の貸出等

によっても民間による実施が期待できない、又は独立行政法人が行う必要があり民

間による実施がなじまない研究を実施するものとする。 

 

２）基礎研究の重視 

波浪・海浜・地盤・地震・環境等に関する基礎研究は研究所が取り組むあらゆる

研究の基盤であることから、自然現象のメカニズムや地盤・構造物の力学的挙動等

の原理・現象の解明に向けて積極的に取り組む。なお、中期目標期間中を通じて、

基礎研究の研究費の各年度の全研究費に対する配分比率を 25%程度以上とする。 

３）萌芽的研究の実施 

将来の発展の可能性があると想定される萌芽的研究については、適切な評価とこ

れに基づく予算配分を行い、先見性と機動性をもって推進する。 

 



４）外部資金の導入 

研究資金の充実と多様性の確保を図る観点から、外部の競争的資金の獲得に積極

的に取り組むとともに、外部からの技術課題解決の要請に応えること等を通じて、

受託研究資金等の獲得を図る。 

 

５）国内外の研究機関・研究者との幅広い交流・連携 

産学官連携による共同研究を推進し、中期目標期間中にのべ 290 件程度の共同

研究（外部の競争的資金によるものを含む）を実施する。また、国際会議の主催・

共催、国際会議への積極的な参加、在外研究の促進等により、国内外の研究者との

幅広い交流ならびに国内外の研究機関との連携を推進する。これらのうち国外で実

施される国際会議においては、中期目標期間中に合計 310 件程度の研究発表を行

う。 

 

６）適切な研究評価の実施と評価結果の公表 

研究評価は、研究部内の評価会、研究所として行う評価委員会、外部有識者によ

る評価委員会による３層で、研究の事前・中間・事後の各段階において、研究目的、

研究内容の妥当性等について実施する。また、独立行政法人が真に担うべき研究に

取り組むとの観点から、国との役割分担を明確にするとともに、民間では実施され

ていない研究、及び共同研究や大規模実験施設の貸出等によっても民間による実施

が期待できない、又は独立行政法人が行う必要があり民間による実施がなじまない

研究を実施することについて、評価の各段階において外部から検証が可能となるよ

う、評価のプロセス、評価結果等をインターネット等を通じて公表する。なお、得

られた評価結果は研究に速やかにフィードバックし、質の高い研究成果の創出を図

る。 

 

（２）研究成果の広範な普及・活用のためとるべき措置 

１）研究成果の公表 

① 研究成果の幅広い普及を図るため、研究成果を研究所報告及び研究所資料とし

てとりまとめ、年４回定期的に刊行して国内外の大学・研究機関等に配布する

とともに、インターネットを通じて公表する。 

② 国内外の専門誌への論文投稿やシンポジウム・国際会議等での研究発表を奨励

し、研究成果の幅広い普及を図る。また、英語等の外国語による論文の積極的

な発表により海外への研究成果の普及を促進する。具体的には、中期目標期間

中の査読付論文の発表数を合計 620 編程度とするとともに、そのうち 340 編

程度を英語等の外国語によるものとする。 

③ 研究所の諸活動や最新の話題等を掲載した広報誌を発行するとともに、研究所

のホームページの内容を充実し、一般国民に対して情報提供を図る。また、研

究所の施設の一般公開を年１回以上実施するほか、最新の研究を一般国民向け

に分かりやすく説明・紹介する講演会を年１回以上開催する。施設の一般公開

においては、中期目標期間中にのべ 5200 人以上の来場者を見込む。さらに、

研究者のアウトリーチ活動の推進を図る。 



２）知的財産権の取得・活用 

特許の出願・取得を奨励し、中期目標期間中に合計 50 件程度の特許出願を行う。

また、特許に関するパンフレットの作成等により保有特許の利用促進を図るととも

に、特許を含む知的財産全般について適切な管理を行う。 

 

３）関連学会の活動への参加及び民間への技術移転、大学等への支援 

① 関連する学会や各種委員会へ研究者を派遣し連携を強化するとともに、技術に

関する各種規格・基準の策定に参画する。 

② 民間企業の技術者等を研修生として受け入れ、また技術講演を行う等、民間へ

の技術移転の推進を図る。大学等の教員としての研究者の派遣、研究者による

大学等での特別講義の実施、連携大学院制度の充実・活用、大学等の学生の実

習生としての受入れ等の方策により、高等教育機関への技術移転を積極的に推

進する。民間企業からの研修生及び大学等からの実習生を中期目標期間中にの

べ 290 人程度受け入れる。 

 

４）国際貢献の推進 

技術的な情報提供や関係する委員会への研究者の派遣等を通じて、技術の国際標

準化に貢献する。また、外国人技術者を対象とした研修への講師派遣等、国際的な

技術協力の推進を図る。 

 

５）行政支援の推進 

① 国、地方公共団体等がかかえる技術課題について受託研究を実施するとともに、

これらが設置する各種技術委員会へ研究者を派遣する等、公共事業の実施上の

技術的課題等の解決に的確に対応する。また、国、地方公共団体等の技術者を

対象とした講演の実施、研修等への講師としての研究者派遣により、技術情報

の提供及び技術指導等を行い、行政への研究成果の反映及び技術移転の推進を

図る。その他、我が国の港湾・海岸・空港に関する技術基準の策定業務を支援

するとともに、国等が実施する新技術の評価業務等を必要に応じ支援する。 

② 災害時における国、地方公共団体等からの要請に対し、被災地への研究者の派

遣、被災原因の解明、復旧等に必要な技術指導等を迅速かつ適切に行う。また、

災害対策マニュアルに沿った予行演習を実施するとともに、その結果に基づい

て当該マニュアルの改善を行う等、緊急時の技術支援に万全を期する。 

 

（３）人材の確保・育成のためとるべき措置 

① 優秀な人材を確保する方策として、勤務時間の弾力化等の勤務体制の見直しを行

う。 

② 研究者評価及び研究評価等を通じ研究者の研究活動について、PDCA サイクルの

形成に努めるとともに、所内の研究資金の多様な競争的配分制度を活用し研究者

の育成を図る。 

③ 研究者の在外研究の実施、外部の著名な研究者等による講演会の開催や研究者へ

の指導等、多様な方策により研究者の能力向上を図る。 



３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

以下の項目について計画し、適正にこれらの計画を実施するとともに、経費の抑制

に努めることにより、財務内容の改善に努める。 

１）予  算：別表１のとおり 

２）収支計画：別表２のとおり 

３）資金計画：別表３のとおり 

 

４．短期借入金の限度額 

予見しがたい事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金の限度

額は、300 百万円とする。 

 

５．重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし 

 

６．剰余金の使途 

① 研究基盤の整備 

② 研究活動の充実 

 

７．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（１）施設・設備に関する事項 

別表４のとおり 

なお、別表４に掲げる施設整備のほか、既存施設の維持・補修、機能向上に努める。 

 

（２）人事に関する事項 

「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）及び「簡素で効率的

な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）

において削減対象とされた人件費については、前中期目標期間の最終年度予算額に対

し、本中期目標期間の最終年度までに、人件費（退職手当等を除く。）について５％

以上の削減を行う。 

ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分及び以下に該当する者に係る人件費

（以下「総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付研究者等」という）について

は削減対象から除くこととする。 

・競争的資金又は受託研究若しくは共同研究のための民間からの外部資金により雇用

される任期付職員 

・国からの委託費及び補助金により雇用される任期付研究者 

・運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、国策上重要な研究課題（第三

期科学技術基本計画（平成１８年３月２８日閣議決定）において指定されている戦略

重点科学技術をいう）に従事する者及び若手研究者（平成１７年度末において３７歳

以下の研究者をいう） 

 



さらに、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見

直しを進める。 

また、業務を確実かつ効率的に遂行するために、研究者をはじめとする職員を、そ

の適性に照らし、適切な部門に配置する。 

 

（参考） 

人件費削減の取り組みによる前年度実績に対する各年度の人件費削減率は以下の

とおり（％） 

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 

△５．６％ － － － － 

 



別表１．予算 

                           （単位：百万円） 

区分 金額 

収入  

運営費交付金 7,389 

施設整備費補助金 2,313 

受託収入 6,398 

その他の収入 164 

 

 合計 

 

16,264 

支出  

業務経費 1,342 

人件費 5,809 

施設整備費 2,313 

受託関係経費 6,272 

一般管理費 528 

 

 合計 

 

16,264 

 
〔人件費の見積もり〕 

中期目標期間中、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４ 

日閣議決定）及び「簡素で効率的な政府を実現するための行政改 

革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）において削減 

対象とされた人件費について、総人件費改革の取組の削減対象外 

となる任期付研究者等の人件費を除き、総額４，３３５百万円を 

支出する。なお、上記の削減対象とされた人件費と総人件費改革 

の取組の削減対象外となる任期付研究者等の人件費とを合わせた 

総額は、４，５９５百万円である。 

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、 

超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派遣職員給与に相当する 

範囲の費用である。 

 

別紙「運営費交付金算定のルール」に従い算定した。 

 



別紙 

運営費交付金の算定ルール 
 
○運営費交付金＝人件費＋一般管理費＋業務経費－自己収入 
 
１．人件費＝当年度人件費相当額＋前年度給与改定分等 
 （１）当年度人件費相当額＝基準給与総額±新陳代謝所要額＋退職手当所要額 
  （イ）基準給与総額 

18 年度・・・所要額を積み上げ積算 
19 年度以降・・・前年度人件費相当額-前年度退職手当所要額  

  （ロ）新陳代謝所要額 
新規採用給与総額（予定）の当年度分＋前年度新規採用者給与総額のうち平年度化
額－前年度退職者の給与総額のうち平年度化額－当年度退職者の給与総額のうち
当年度分 

  （ハ）退職手当所要額 
当年度に退職が想定される人員ごとに積算 

 （２）前年度給与改定分等（１９年度以降適用） 
昇給原資額、給与改定額、退職手当等当初見込み得なかった人件費の不足額 
なお、昇給原資額及び給与改定額は、運営状況等を勘案して措置することとする。
運営状況等によっては、措置を行わないことも排除されない。 

 
２．一般管理費 

前年度一般管理費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×一般管理費の効
率化係数（α）×消費者物価指数（γ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因 

 
３．業務経費 
   研究経費 

前年度研究経費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×業務経費の効率化
係数（β）×消費者物価指数（γ）×政策係数（δ）＋当年度の所要額計上経費±
特殊要因 

 
４．自己収入 

過去実績等を勘案し、当年度に想定される収入見込額を計上 
 

一般管理費の効率化係数（α）：毎年度の予算編成過程において決定 
業務経費の効率化係数（β）：毎年度の予算編成過程において決定 
消費者物価指数（γ）：毎年度の予算編成過程において決定 
政策係数（δ）：法人の研究進捗状況や財務状況、新たな政策ニーズへの対応の必要性、
独立行政法人評価委員会による評価等を総合的に勘案し、毎年度の予算編成過程におい
て決定 
所要額計上経費：公租公課等の所要額計上を必要とする経費 
特殊要因：法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測不可能な事由により、特定
の年度に一時的に発生する資金需要に応じ計上 

 
[注記] 前提条件： 
  一般管理費の効率化係数（α）：中期計画期間中は 0.97 として推計 
  業務経費の効率化係数（β）：中期計画期間中は 0.99 として推計 
  消費者物価指数（γ）：中期計画期間中は 1.00 として推計 
  政策係数（δ）：中期計画期間中は 1.00 として推計 
  人件費（２）前年度給与改定分等：中期計画期間中は 0 として推計 
  特殊要因：中期計画期間中は 0として推計 



別表２．収支計画 

                          （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 13,882 

経常費用 7,610 

研究業務費 5,684 

一般管理費 1,748 

減価償却費 178 

受託研究業務費 6,272 

財務費用 0 

臨時損失 0 

収益の部 13,882 

運営費交付金収益 7,142 

受託収入 6,398 

資産見返負債戻入 178 

臨時利益 0 

その他の収入 164 

純利益 0 

目的積立金取崩額 0 

総利益 0 

 



別表３．資金計画 

                         （単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 16,264 

業務活動による支出 13,951 

投資活動による支出 2,313 

財務活動による支出 0 

次期中期目標の期間への繰越金 0 

資金収入 16,264 

業務活動による収入 13,951 

運営費交付金による収入 7,389 

受託収入 6,398 

その他の収入 164 

投資活動による収入 2,313 

施設整備費補助金による収入 2,313 

その他の収入 0 

財務活動による収入 0 

前期よりの繰越金 0 

 



別表４．施設整備計画 

（単位：百万円） 

施設整備の内容 予定額 財源 

港湾空港関係研究施設整備費  
 

１．大規模地震津波実験施設 952 
独立行政法人港湾空港技術研究所

施設整備費補助金 

２．沿岸防災実験施設 751 
独立行政法人港湾空港技術研究所

施設整備費補助金 

３．長期暴露試験施設の改修 100 
独立行政法人港湾空港技術研究所

施設整備費補助金 

４．環境水理実験水槽 200 
独立行政法人港湾空港技術研究所

施設整備費補助金 

５．受電施設等更新 310 
独立行政法人港湾空港技術研究所

施設整備費補助金 

合計 2,313 
 

 

 


